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体制移行の倫理学　

―　体制移行の背景的正義　―

1　問題の所在 ―体制移行と社会正義―

1989 年の中東欧における「現実の社会主義」

の崩壊（「1989年革命」）は，単なる経済体制の

崩壊ではなく，社会の基本構造（social basic

structure）を支えるある種のイデオロギーの崩

壊であり，政治経済体制の崩壊であった。1989

年革命の後，中東欧各国政府は，政治的には民

主政志向的体制へ，経済的には市場経済志向的

体制へと体制移行を目指してきた。中東欧各国

政府が目指す政治経済体制を支える背景的な理

論は，政治的には自由尊重主義（libertarian-

ism）を，経済的には自由尊重主義に裏打ちされ

た自由放任型資本主義を基本にするものである

と推察される。しかし，目指すべき政治体制・経

済体制の実現方法はもとより，目指すべき体制

の具体的規範内容とかかる体制の採用の論拠に

関して，明確に，そして，体系的に，理解するこ

とは困難を極める。

体制移行（論）をめぐるこのような状況の中

で，体制移行の体系的基礎理論を確立し，ポー

ランド共和国の体制移行を現実に主導したL.バ

ルツェロビィチの見解は，注目すべき貴重な存

在である。バルツェロビィチ理論は，基本的立

場として，方法論的個人主義の観点から，L.フェ

スティンガーの認知的不協和の理論に基づき，

人間の本性・行動と制度機構の分析をなすとの基

本的立場をとる(Balcerowicz, 1995, p.13)。そ

して，この基本的立場を踏まえた上で，第一に，

所有権・所有構造に関する分析から，政治体制と

経済体制との関係と内容を＜統合メカニズム－所

有構造－企業家制度＞という枠組に基づいて分析

し，第二に，第一の体制分析を踏まえて，「脱共

産主義」的な移行過程を＜マクロ経済政策の安定

化（S政策）－ミクロ経済の自由化（L政策）－

基本となる制度機構の再編成（I政策）＞という

三者の相互関係による認識枠組に基づいて分析す

る。以上の分析枠組がバルツェロビィチ理論の方

法論的な独自性であり，大変有意義なものとして

注目すべきである。

しかし，バルツェロビィチ理論は，私的所有と

市場を当然の原理として絶対化した上で，方法論

的個人主義を短絡的に直線的演繹をなす社会科学

方法論として用いるため，所有と市場それ自体に

関する規範的分析を欠き，基本となる制度機構の

再編成の後，如何なる社会の基本構造が構築され

るのかが不明である。また，＜S政策－L政策－

I政策＞という三者間の規範的相互関係も不明瞭

であり，三者間の規範的相互関係は事実上並列的

なものに留まることとなる。さらに，バルツェロ

ビィチ理論は，新古典派的な自由主義市場経済化

政策と一線を画すとしながら，体制に関する規範
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的観点からの分析を欠くため，結果的に，マネタ

リズム的な経済政策とよく似通った類似の政策

を採らざるを得なくなっていった(芦田, 2001,

pp.199－206)。

そもそも，社会とは，互いにまともな生活がで

きるという相互利益を求め，社会を形成すると

いう共同の企ての結果もたらされた場である。

従って，社会が形成された後，生じるはずの利

益・負担を如何に分配するかという取り決めが，

予め必要となる。かかる取り決めこそが，「社会

正義の諸原理」（以下正義とする）であり，正義

とは，社会の基本構造，すなわち，＜主要な社会

制度が，基礎的な権利と義務を分配し，社会的協

力が生み出した利益の分割を決定する方式＞で

ある(Rawls, 1971, p.6)。共産主義社会の崩壊

という社会の崩壊により，共同の企てとしての

新たな社会の構築をなす中東欧各国の体制移行

は，主要な社会制度が＜基礎的な権利と義務を

如何に分配し，社会的協力が生み出した利益を

如何に分割するか＞という正義の諸原理がまさ

に問題となる局面である。そこで，本稿は，「体

制移行の倫理学」における一展望に示唆を与え

るために，規範的正義論の観点から，自由尊重主

義あるいは新自由主義的色彩が強いとされるバ

ルツェロビィチ理論の枠組を維持しながらも新

しい内容を織り込み，J.ロールズの比較経済体

制論を参考に体制移行が目指すべき社会体制を

規範的に描くことを目的とする。確かに，ロール

ズ理論の主要な関心は，功利主義にとって代わ

る有効且つ体系的な道徳的構想を構築すること

にあったが，ロールズは「諸制度を評価し，社会

変革の全般的な方向性を導く基準として役に立

つ」「正義の基本的構造の構想を」正義の諸原理

は導き出すことができると主張していることか

ら(Rawls, 1971, p.263)，本稿の試みはロール

ズ理論の趣旨に則ったものであると考える。

2　方法論　― 広義の内省的平衡 ―

2．1　バルツェロビィチ理論の方法論と問題点

バルツェロビィチ理論は，認知的不協和の理

論によって補強された方法論的（な）個人主義を

採用する(Balcerowicz, 1995, p.14)。方法論的

な個人主義は，様々な文脈において用いられる

が，その共通の特徴は，個人をアルキメデスの点

として捉え（個人概念を基点に），演繹的に社会

理論を構成する点にある。そして，個人概念に対

して負荷的であるであるため，基点として存在

する個人概念を「合理的な側面」と「人間的な側

面」に分解し，各々に応じて，具体的な社会的諸

制度も「合理的な側面」と「人間的な側面」とに

区分する。そして，「人間的な側面」を非合理的

なものとして排除ないしは二次的なものとし，

「合理的な側面」を基点に，合理的（rational）

な構成方法を用いて，演繹的に，社会理論を構成

する。バルツェロビィチ理論も，個人概念を基底

にして，演繹的に，社会理論を構築する。そして，

個人概念を人間の気質として「変わらない気質」

と「変わりうる気質」とに分解し，「変わらない

気質」に認知的不協和の理論を織り込み

(Balcerowicz, 1995, p.9)，「変わりうる気質」

に「社会心理的な特異性」として「文化」・「人的

資本」等が存するとする(Balcerpwicz, 1995,

p.11)。バルツェロビィチ理論は，「社会心理的な

特異性」を排除することはできないとしながら

も，「様々に異なる制度要因と人間の変わらない

気質との相互作用を用いて解明を進めること

……を優先すべきである」とし，かかる方法論的

態度はバルツェロビッチ理論の通底であるとす

る(Balcerowicz, 1995, p.12)。バルツェロビィ

チ理論の方法論的個人主義的態度は，認知的不

協和の理論に補強された人間観から演繹原理を

通して直裁的・短絡的に「ショック療法」の正当

性を導出し，また，文化・人的資本といった社会

的諸制度を「変わりうる気質」として二次的な要

素として扱うがため，「社会的」なものが「感情

移入」として排除され(Balcerowicz, 1995,

pp.233－234)，市場外にはみ出る外生的要因と

して取り扱われる。以上の帰結は，バルツェロ

ビィチ理論が目指す制度学派というよりは新古

典派的なものであり，公正に体制移行の初期条

件に関する情報を扱い，社会的諸要因相互間の

動態性を描くことを困難にするという批判が提

起される(芦田, 2001, p.205)。

2．2　広義の内省的平衡の意義

バルツェロビィチ理論における上記問題点の

根本原因は，個人を基点に演繹的に社会理論を
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構成する，（功利主義によくみられる）原理演繹

的発想にある。原理演繹的発想を超克し，文化的

諸要素に関する情報を適切に布置する方法論と

して，ロールズ＝ダニエルズ流の広義の内省的

平衡（wide reflective equilibrium）論に注目

すべきと考える(Daniels, 1996, pp.47－ 63)。

広義の内省的平衡とは，＜背景理論－道徳原理

－道徳判断＞の三者間に複線的フィードバック

を想定し，＜理論－原理－判断＞の整合化を図

る解釈学的な営為である。すなわち，広義の内省

的平衡とは，第一に，広く共有された日常的に確

立した道徳的確信・常識といった「歴史の中で経

験として確証されてきた間主観的な自然的倫理

意識」たる「熟慮した道徳判断」（生活者レベル

の諸判断）をできるだけ集め，道徳原理の形で帰

納法的に選ばれるよう照らし合わせ，第二に，第

一の作業と同時に，体制・効用・価値・責任・人

格・行為・権力・国家等の背景理論の基礎概念（科

学的レベルの諸判断）を演繹的に照らし合わせ

るよう道徳原理の正当化を図り，道徳原理と道

徳判断に照らし再び吟味し直し，第三に，＜背景

理論－道徳原理－道徳判断＞三者間の整合性が

保たれるよう複線的フィードバック状態を維持

する，というものである。広義の内省的平衡は，

解釈学的徳たる賢慮を基底に，＜科学－倫理－

生活＞(川本, 1988)の知のネットワークをエレ

ガントに定式化したものであり，方法論的個人

主義の難点を克服し，社会の基本構造を導出す

るに当たって適切な方法論であると考える。

2．3　内省的平衡と正義の原理の導出過程

では，広義の内省的平衡という方法において，

＜社会の基本構造としての正義の原理は如何に

導出されるか＞を見ることとする。第一段階は，

＜宗教上の不寛容や人種差別は，正義に悖る＞

等の，人々の道徳的能力が歪みなしに発揮され

るような場合における諸判断たる熟慮した道徳

判断が，観察データとして，道徳原理の形で，帰

納的に抽出されるという狭義の内省的平衡の過

程である。狭義の内省的平衡は，道徳判断と道徳

原理とを照らし合わせながら，判断と原理の整

合化を弁証法的に図る過程である。しかし，狭義

の内省的平衡過程においては特定の文化的伝統

を直観的に記述することはできるが，文化的伝

統を普遍的価値に照らし合わせて評価する点が

等閑視される。そこで，第二段階として，道徳原

理は，幾つかの諸前提から演繹的に正当化され

る広義の内省的平衡の過程が必要となる。広義

の内省的平衡は，社会の基本構造を討議して取

り決める（契約する）場としての「原初状態」（the

original position）を想定し，「原初状態」に

おいて承認された（規定された）道徳原理を正義

の原理としてみなすのである。そして，第三段階

として，「原初状態」と「原初状態」を支える一

群の幾つかの諸前提である「背景理論」との内省

的平衡過程である。「原初状態」は，「無知の

ヴェール」，「相互に無関心な合理性」といった情

報や動機付けに対する制約条件と，「一般性・普

遍性・公示性」等の討議の場としての形式的制約

条件によって規定されており，さらに，「原初状

態」を規定する背景理論は「秩序ある社会の理

想」像によって，さらに，内省的平衡関係を要求

される。しかも，「秩序ある社会の理想」像は，＜

善に対する正の優位性＞に基づく「社会におけ

る道徳の役割についての理論」と＜自由且つ平

等な道徳的人格を有する市民＞が社会を構成す

るという「人格の理論」との内省的平衡をも要求

し，「社会における道徳の役割についての理論」

と「人格の理論」は，当事者主義的訴訟理論を基

底にした「手続的正義の理論」によって，規定さ

れるのである。最後に，憲法理論・民主政論・市

場理論・社会選択論等の「一般社会理論」と認知

的発達理論等の「道徳発達の理論」が第三段階の

「背景理論」と内省的平衡を図り，第一段階にお

いて帰納的に導出された正義の理論の実行可能

性・安定性をテストする過程が，第四段階として

想定される。以上の広義の内省的平衡は，バル

ツェロビィチ理論における方法論的個人主義の

ごとく，認知的不協和の理論から一直線に原理

を導出するのではなく，認知的不協和の理論を

「道徳発達の理論」として適切に布置することも

可能であり，また，文化的伝統を「社会的な」も

のとして排除することなく適切に配慮しながら

も，文化的伝統を不動の道徳的判断として一気

に原理を導出するものでもない。広義の内省的

平衡は，至極洗練された形で，社会理論の形成を

なすことができる方法論である。
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3　自由化政策を支える正義の原理　―　
公正としての正義　―

上記広義の内省的平衡過程において導出され

た道徳原理としての正義の原理を，ロールズは

以下のように定式化する。すなわち，【第一原理】

として，「各人は，平等な基本的諸自由という十

分で適切な体系への同様の破棄可能な請求権を

もっている。当該体系は，諸自由からなる全ての

人にとって同様の体系と両立する」。【第二原理】

として，「社会的経済的不平等は二つの条件を充

足するものでなければならない。第一に，社会的

経済的不平等は，機会の公正な平等の条件の下

で全ての人に開かれた役職と地位に付随するも

のであること」（公正な機会均等原理），「第二に，

社会的経済的不平等は，社会の最も恵まれない

構成員にとって最大の利益になること（格差原

理）」と定式化する(Rawls, 2001, p.42)。

3．1　バルツェロビィチ理論と混合構想

一方，バルツェロビィチ理論において，ロール

ズの正義の二原理に相当するものは存在しない

が，移行経済における＜S政策－L政策－I政策

＞という三つの経済政策の内，自由を扱うＬ政

策が，正義の二原理に密接に関連すると解する

ことができる。しかし，体制移行を単なる経済体

制のみの移行としてではなく，包括的な社会体

制の移行と捉える限り，バルツェロビィチ理論

におけるL政策が，国家からの「経済的な自由」

をもたらす「ミクロ経済の政策」(Balcerowicz,

1995, p.155)という極めて狭隘な範囲で想定さ

れることは妥当でなく，また，バルツェロビィチ

理論において，自由の内実（種類・範囲・程度，

特に平等概念との関連）と自由相互間の関係に

関しても検討されていないことは，L政策の具体

的内実を規定するに際し，明確な指針を得るこ

とを困難にさせる。さらに，バルツェロビィチ理

論は，「効率性の改善のため」と「マクロ経済の

安定性の増大のため」(Balserowicz, 1995, p.158)

という点にL政策の意義を求めていることから，

自由化政策の基底を，自由に支えられた制度固

有の内在的倫理に価値を求めていないと考えら

れる。これらの点を踏まえると，バルツェロビィ

チ理論と整合的な正義の原理は，現代功利主義

的な「混合構想」（a mixed conception）に近い

ものであると考えられる。

「混合構想」とは，ロールズの正義の二原理の

内，格差原理を平均効用原理に組み替えた正義

の原理である。ロールズは，正義の二原理を，「原

初状態」における合理的選択の結果として一挙

に導出するのではなく，リベラルな人格の構想

に基づきながら，第一の根本的比較として唯一

の効用原理（古典的功利主義）との比較をし

(Rawls, 2001, sec.27)，第二の根本的比較とし

て，平等な自由・機会均等等の先行原理に服する

効用原理（制約された効用の原理）に組み替えた

正義の原理との比較がなされた結果(Rawls,2001,

sec.34, sec.38)，ロールズの正義の二原理の妥

当性を論証する。この第二の根本的比較の際に

提出される，正義の二原理の対抗構想こそが「混

合構想」である。従って，「混合構想」は，一定

の水準をソーシャル・ミニマムとして絶対的に

保障し，それを超える部分については平均効用

原理に従った分配に委ねる正義の原理である。

かかる「混合構想」は，典型的には福祉国家型資

本主義を支える正義の原理であるのみならず，

一定のソーシャル・ミニマムを確保する自由尊

重主義に基づく自由放任型資本主義をも正当化

する正義の原理でもある。

3．2　背景理論からの格差原理の正当化の論証

二段階の根本的比較において問題である点は，

「混合構想」における制約された効用の原理に対

する格差原理の優位性に関する第二の根本的比

較にある。ロールズは，制約された効用の原理の

不確定性（indeterminacy），一層恵まれた階級の

利益のために相対的に貧しい階級の利益を損な

う制約された効用の原理の理不尽さ，制約され

た効用の原理におけるソーシャル・ミニマムの

決定方法の曖昧さを根拠に，格差原理の優位性

を論証し(Rawls,2001,sec.38)，格差原理は，自

分の状態が改善される時は常に他人の状態も改

善されなければならないとする「互恵性」

（reciprocity）の概念により支えられていると

する(Rawls,2001,sec.36)。しかし，ロールズは，

第二の根本的比較は，第一の根本的比較ほどに

「説得力をもっていないこと，この点は認識して

おくべき」であるとする(Rawls,1999a,p.419)。
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すなわち，背景理論と「原初状態」との間の内省

的平衡からもたらされる第二の根本的比較にお

ける格差原理の優位性は，「考慮すべきさまざま

な目標の間のかなり微妙な平衡を含意し」たも

のなのである。従って，背景理論から道徳原理を

内省的に導き出す戦略ではなく，制度に関する

熟慮した道徳判断から道徳原理たる正義の二原

理への内省的平衡が次に問題となるのである。

そして，背景理論からの演繹された道徳原理と，

制度に関する熟慮した道徳判断から帰納法的に

選び出された道徳原理との，解釈学的循環とで

も指摘すべき広義の内省的平衡によって，次章

で述べられる「混合構想」ではない正義の二原理

に基づく体制論，財産所有の民主政（Property‐

Owning Democracy）の妥当性及び格差原理の妥

当性が導き出される。

4　制度機構の再編政策を支える体制論
　―　財産所有の民主政　―

バルツェロビィチ理論における「基本となる

制度機構の再編成」とは，「国有企業の私有化

や民営化，租税制度の改革」等の「既存の制度

機構を変革し」，「新たな制度機構を創出するこ

と」とされる。そして，バルツェロビィチ理論

の制度論は，＜企業家制度－所有構造－統合メ

カニズム＞という三つの変数を想定し，中で

も，制度論においては所有に関する問題を基軸

におく。そこで，本稿においては，主として，

企業家制度は自由化政策に関連し，前章におい

て触れた正義の二原理によって支えられ，所有

権論は制度再編政策に関連し，ミード＝ロール

ズ流の財産所有の民主政によって支えられ，さ

らに，統合メカニズムは安定化政策に関連し，

重なり合う合意によって支えられる，と解す

る。以下においては，「混合構想」に基づく体

制論と比較しつつ，＜所有権論－制度再編政策

＞を支える財産所有の民主政を体制移行が目指

す体制論であるとして，その内実を論述するこ

とにする。

4．1　ロールズの比較経済体制論

ロールズは，正義の二原理が実現するよく秩

序付けられた民主政体の意義如何を論じるに際

し，①自由放任型資本主義，②福祉国家型資本主

義，③指令経済型国家社会主義，④財産所有の民

主政，⑤リベラルな（民主政）型社会主義，とい

う５つの体制を列挙する( R a w l s ,  2 0 0 1 ,

sec.41.2)。そして，①は平等な政治的自由も公

正な機会均等も拒絶し，著しく低いソーシャル・

ミニマムに抑えられ，経済的効率と成長を目指

すにすぎない。③は，一党独裁体制による平等な

基本的な権利・自由を侵害し，指令経済は民主的

手続あるいは市場をほとんど利用しない。従っ

て，①③ともに正義の二原理にそぐわないもの

として阻却される。そして，最も論争的な問題

は，②の福祉国家型資本主義が正義の二原理に

適い，我々のしっかりとした道徳判断に適った

ものであるか否かである。この点に関し，ロール

ズは，福祉国家型資本主義には「経済的・社会的

不平等を規制すべき互恵性の原理」が承認され

ていないとして退け，正義の二原理を充足する

のは財産所有の民主政かリベラルな社会主義の

何れかであるとする(Rawls, 2001, sec,42.1)。

以下に，福祉国家型資本主義よりも財産所有の

民主政が正義論の諸構想に如何にして整合的で

あるか否か，を検討する。

4．2　財産所有の民主政と福祉国家型資本主義

財産所有の民主政は，「私有財産制の普及を通

じて達成される行動の独立性，力の分権化」を評

価しながらも，「私有財産の過度の不平等とその

結果起こっている力や特権の強い集中」(ミード,

1977, p.119)に異を唱えたJ.E.ミードの提唱に

よるもので，「市場を通じた資源配分過程を正義

に適ったものとするための後ろ盾となる制度」

としてロールズが再定式化したものである

(Rawls, 1971, sec.43)。財産所有の民主政は，

福祉国家型資本主義と同様に，生産財における

私的所有制度を肯定することから，上に指摘し

たように，財産所有の民主政と福祉国家型資本

主義との相違が問題となる(R a w l s ,  2 0 0 1 ,

sec.42.1)。財産所有の民主政は，富や資本の所

有を分散させるだけでなく，社会の小さな一部

が経済そして間接的に政治生活それ自体を牛耳

ろうとすることを防御しようとする。確かに，福

祉国家型資本主義は，形式的には基本的自由や

機会均等を標榜しているが，小さな階級に生産
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手段をほぼ独占することを許容し，結果的に政

治権力も少数者に集中することを許容する。こ

の事態を避けるために，財産所有の民主政は，

「一定期間の終わるごとに所得の少ない人々に対

して，所得を再分配することによってではなく，

むしろ，一定期間の初めに，機会の公正な平等を

背景として，生産財や人的資本（すなわち，教育

や訓練された技術）の所有を広い範囲に拡散す

ることを保障する」のである。その「意図すると

ころは，事故あるいは不幸によって不利益をこ

うむった人々をアシストするだけでなく，市民

自身の出来事を社会的そして経済的平等の適切

な程度を足掛かりにマネジメントできるような

地位に，すべての市民を位置付けることである」

(Rawls, 2001, sec.42.3)。一方，福祉国家型資

本主義の狙いは，「誰一人生活に関する品位ある

最低基準（基本的必要（needs）が充足される基

準）以下に落ちるべきではなく，すべての人は，

事故や不幸に対する一定の保護（例えば，失業手

当やメディカル・ケア）を受けるべきである」と

し，「各期間の終わりに，扶助の必要な人々が特

定されるならば，所得の再配分はこの目的に役

立つ」と想定する。つまり，福祉国家型資本主義

は，制約された効用の原理を伴う「混合構想」の

制度化である。このような「混合構想」の制度化

である福祉国家型資本主義は，「甚大な富の不平

等，しかも相続譲渡の可能な富の不平等を許容

し」，「当該不平等は政治的自由の公正な価値」

（第一原理）とは両立し得ないし，「深刻な所得の

不均衡は格差原理」（第二原理後半）を脅かしさ

えもする。また，「富の不均衡が与える政治的影

響力」によって，機会の公正な均等の保障（第二

原理前半）の実効性も乏しいものとなる。従っ

て，当然のことではあるが，「混合構想」に基づ

く福祉国家型資本主義は正義の二原理とは整合

的でない(Rawls, 1999a, p.149)。また，福祉国

家型資本主義は，社会的・経済的諸制度を支える

背景的正義に着目せず，所得と富における不平

等があるために，「慢性的に福祉に依存する，失

望し抑圧された下層階級」に属する多くの人々

を生み，かかる「下層階級は，疎外感を感じ，公

共の政治的文化に参加することはない」のであ

る(Rawls, 2001, p.140)。

以上の福祉国家型資本主義の難点を克服し，

格差原理の価値を十分な形で評価するためには，

格差原理を福祉国家型資本主義ではなく財産所

有の民主政という文脈の中において描くべきで

あり，また，社会を，自由且つ平等な市民間の世

代を超えた協力体制からなる公正なシステムと

して描くならば，財産所有の民主政によって規

定された社会にとって実際に大切なのは，格差

原理を支える互恵性もしくは相互性という原理

なのである。

4．3　財産所有の民主政における具体的制度

財産所有の民主政の狙いは，自由且つ平等と

みなされる市民間の協力による公平なシステム

としての社会の理念を，基本的諸制度において，

実現することにあった。すなわち，財産所有の民

主政においては，福祉国家型資本主義のように

事後的ではなく事前に，十分な生産手段が，少数

者だけにではなく，一般的に市民の手に委ねら

れており，生産手段によって，市民が，平等に基

づいて十分に協力できる社会構成員であるよう

に，諸制度を整備しなければならないのである。

そこで，正義の二原理が財産所有の民主政を実

現するに当たって，社会制度へ如何に適用され

如何に実現されるかを，四段階の手続的正義の

観念に即して，政治過程と経済過程における正

義のあり方を以下に見る。

まず，立憲民主制的な政治過程である。市民の

基本的自由の平等な保障を要請する第一原理が

制憲会議の主な基準であり，社会経済政策に関

する第二原理は立法段階で作用する。制憲会議

においては，理想的には，正義に適った手続に

よって正義に適った結果が得られる「完全な手

続的正義」を追求すべきだが，現実は不正義な結

果が生じる可能性もあることから，「不完全な手

続的正義」が基底に据えられる。一方，政策や戦

略的立案をなす立法段階においては，ルールや

政策が許容された範囲内にある限り，正義に

適っているとする「擬制的な純手続的正義」の観

念が作用する。さらに，ロールズは，財産所有の

民主政における政治的な諸自由の公正な価値に

関する具体的な制度として，①選挙に関する公

的基金，②政治献金に関する規制，③公的メディ

アへの一層平等なアクセスの保障，④言論と報

道の自由に対する一定の規制をあげる(Rawls,
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2001, p.149)。

次に，経済過程の場合，分配における正義，社

会の基本構造の背景的正義が維持されている限

り，「純手続的正義」の観念を適用することが可

能であり，個々の配分決定が尊重される。適度に

競争的で開放的な市場メカニズムの下で「純手

続的正義」の観念を用いることができるために

は，①適切な租税・補助金や財産権の定義を変更

することによって，競争的価格システムが有効

に作動し，市場における不当な権力の集中を防

止することに関わる配分部門，②完全雇用の実

現を目指す安定化部門，③ソーシャル・ミニマム

を保障し，市民のニーズを把握することに関わ

る移転部門，④徴税及び所有権の調整という手

段を通じて，分配の正義に向かった近似的正義

を確保することに関わる分配部門の四部門にわ

たって，政府が背景的正義を維持する必要があ

る。①配分部門と ②安定化部門の両部門が相

俟って，正義の枠内で市場経済が維持され，③移

転部門と④分配部門の両部門は，主として格差

原理の実現に関わり，平等な自由原理や公正な

機会の均等を害するような権力や富の集中を抑

止することを目指すのである。さらに，ロールズ

は，「財産所有の民主政に関する経済的諸制度」

(Rawls, 2001, sec.49)として，定率支出税と累

進相続税を軸とする税制に注目し，以下のよう

に指摘する。第一に，遺贈と相続については，「遺

贈を規制し相続を制限する理念をミル……から

借用し……累進課税の原理が受領側に適用され

る」とし，「その狙いは，不動産と生産財を広範

に且つより平等に分散することを促すことにあ

る」とする。第二に，「累進課税の原理は，資金

調達のために富と所得には適用されてはならず

……例えば，政治的自由に関する公平な価値と

機会の公平な平等といった背景的正義にとり害

になると判断されるような富の蓄積を防ぐこと

にのみ用いられる」とする。第三に，「所得税は

完全に忌避され，その代わりに定率の支出税が

採用される。すなわち，消費に対して，一定の限

界税率で課税する」。「このような定率税はすべ

ての通常の控除を考慮することができる。ある

所得以上の総支出のみに課税することによって，

税は適切なソーシャル・ミニマムを許容するよ

うに調整することができるのである」とする。

4．4　所有権論

累進課税制度論を支える格差原理（才能・能力

における分配の不平等を社会正義の観点から是

正する正義論）に対して，自然権的な所有権（自

らの身体に備わる能力を行使して得た物には所

有権が成立するとの想定から導かれる所有権）

を侵害しているとの，自由尊重主義的立場から

の批判がある。特に，福祉国家型資本主義は，社

会的資質・自然的資質・運の分配状況を所与の前

提にし，制約された効用の原理内の「矯正の原

理」（the principle of redress，値しない不平

等は矯正を要するとの原理）により，事後的に再

分配をなすため，福祉国家型資本主義は，かかる

事後的再分配の帰結として，不平等を矯正しよ

うとするのである(Rawls, 1999b, p.86)。それ

故，先見的に与えられている自然権的な所有権

を，福祉国家型資本主義は侵害しているとの批

判が生じることとなる。しかし，原初状態におい

ては，そもそも，所有権等の権利や自由も配分さ

れる財である。さらに，自然権的な所有権の前提

たる自らの能力・才能に対しても，公正として正

義の下での社会構想においては自然権的な所有

概念は認められない。なぜならば，各人の能力・

才能の分配は「運」の問題であり，「運」によっ

て個人の利得が決定されることは道徳的観点か

らは恣意的であるといわざるを得ないからであ

る。また，能力・才能は「自然の事実」であるか

ら，矯正すること自体が不可能である。そこで，

道徳的に正当化できない天賦の能力・才能は，

ロールズに倣い社会の共同資産（a c o m m o n

asset）として考えるべきである(Rawls,1971,

p.101,1999b,p.87)。従って，格差原理に基づく

諸政策は，各人の能力・才能の産物たる自然権的

所有権を侵すどころか，そもそも自然権的な所

有権なるものの確定を想定しておらず，正義の

二原理によってはじめて所有権が確定されるの

である。それ故，財産所有の民主政においては，

「混合構想」に基づく福祉国家型資本主義のごと

く事後的に自然権的所有権に対して強制的な侵

害を伴って再分配するのではなく，自由且つ平

等な道徳的人格として正当な権限をもつものと

して，当初より分配されるものなのである。
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4．5　ロールズの善の理論とバルツェロビィチ

　　の「政治資本」＝「共通善」

格差原理が，各人の才能・能力を共同資産とみ

なすのは，才能の不平等が経済的格差を生み，よ

り大きな富を持っている者が政治生活そのもの

を牛耳る事態を防ぐためである。財産所有の民

主政においては，政治生活は独立の善を形成す

るのであって，格差原理は，その善に実質性を付

与する原理である。一方，「混合構想」は，制約

された効用の原理を基底にするため，経済権力

の集中を許容し，政治的諸自由の歪みを招くた

め，政治生活を独立の善を構成するものとして

扱う可能性は低い。

この点に関し，ロールズは，財産所有の民主政

の重要な局面を特徴付けるためとして，公正と

しての正義における６つの善の観念を検討して

いる。６つの善の観念とは，①合理性としての善

の観念，②基本的善の観念，③善に関する許容さ

れた諸構想の観念，④政治的な徳の観念，⑤正義

の二原理によってよく秩序付けられた社会に関

する政治的な善の観念，⑥複数の社会連合から

なる一つの社会連合としての社会の善の観念，

である。６つの善の観念における相互関係は，ま

ず，合理性としての善が，「人格の政治的構想，人

間生活に関する一般的事実，人生の合理的な計

画の標準的な構造と結合すると」，基本的善を

得，「一旦，これらの善を原初状態における当事

者の狙いを規定するために用いると，当該状態

からの議論によって正義の二原理が与えられ

る」。そして，善に関する許容された諸構想の観

念とは，正義の二原理と両立している構想の追

求であり，政治的な徳は，「長きに渡って正義の

基本構造を保障する際に重要な市民の道徳的特

徴に関する諸資質として規定される」とするの

である(Rawls, 2001, sec.43.2)。その結果とし

て，正義の二原理によってよく秩序付けられた

社会に関する政治的な善の観念が想定され，当

該想定に基づき複数の社会連合からなる一つの

社会連合としての社会が実現される。

このような政治生活における独立の善の形成

を見れば明らかなように，市民は，「同一の政治

的構想を確証し……政治的協力を通じて……正

しい制度を維持し，それに応じて，互いの正義を

付与」するという「一つの基本的な政治的目的を

共有して」いる(Rawls,2001,p.199)。そして，か

かる政治的目的の共有は，家本の指摘する「秩序

としての共通善」（the common good as an order）

であり(Iyemoto, 1998, p.141)，＜社会制度が

基礎的な権利と義務を分配し，社会的協力が生

み出した利益の分割を決定する＞正義の理論の

適用に際して，極めて，重要な役割を果たす。

特に，かかる共通善は，バルツェロビィチ理論

においては「異常な政治」の期間を支える「政治

資本」に該当し，体制移行の倫理学においても，

「共通善」＝「政治資本」の内実とその重要性に

変化はない。バルツェロビィチ理論においては，

＜L政策－I政策－S政策＞が嘗てないほどの規

模で実施された際，その成否は，移行初期の「異

常な政治」期間に「抜本的な改革」をなすことが

できるか否かにかかっているとし，「異常な政

治」期間とは「政治構造が流動化し，旧政治エ

リート層が信頼を失」い，指導者も一般市民も

「政治資本」たる「共通善」を尺度として考え行

動する政治的機会であるとする(Balcerowicz,

1995, p.161)。この「政治資本」＝「共通善」に

ついて，バルツェロビィチ理論は内容を具体的

には述べてはいないが，上記のごとく，正義の二

原理，中でも格差原理によって実質的内容を付

与された６つの善の相関関係において解釈する

ことができる。

4．6　古典的共和主義と公民的ヒューマニズム

さらに，６つの善の観念という観点を踏まえ

るならば，公民的ヒューマニズムと古典的共和

主義という二つの公民的共和主義の内，財産所

有の民主政は，公民的ヒューマニズムを拒絶し，

古典的共和主義に整合的であると位置付けるこ

とができる(Rawls,2001,p.142)。

公民的ヒューマニズムとは，＜人間は社会的・

政治的存在である＞とするアリストテレス主義

の一形式であり，人間存在の本質的本性は，政治

生活における広範で活動的な参加が認められる

民主的な社会において最も十分に達成されると

する。そして，政治生活への参加は，基本的諸自

由の保障のために必要であるとするだけでなく，

我々の完全な善の特権的な根源であるともする

のである(Rawls, 1996, p.206)。すなわち，政

治生活への参加は正義の下で追求されるべき善
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の内の一つであるとは想定せず，人間存在の本

質的本性は政治的であるがため，人間存在の本

質的本性は政治生活への参加においてのみ実現

されるものと考えるのである。従って，公民的

ヒューマニズムは，政治生活への参加のみが唯

一の善と想定する包括的な哲学的教説であり，

それ自体は正義の政治的構想としての公正とし

ての正義と矛盾したものとなる(Rawls, 2001,

p.142)。一方，古典的共和主義とは，非政治生活

の諸自由を含む，民主的な諸自由の保障は立憲

体制を保持するに必要な政治的徳性を有する市

民の積極的な参加を要求する。すなわち，古典的

共和主義は，「活発で教養ある市民団体が民主政

治への広範な参加をせず，全般的に私的生活へ

退避してしまうならば，最もよくデザインされ

た政治的制度でさえ，権力や軍事的栄光のため

に，あるいは階級的・経済的利益のため，また言

うまでもなく宗教的熱狂や国粋主義的狂信のた

めに，国家機構を通じて支配し自分たちの意思

を押し付けようとする人々の手に落ちてしまう」

ことを危惧し，そこで，「諸々の民主的自由の安

全のためには，立憲制を維持するのに必要な政

治的徳性を有する市民たちの活動的な参加が必

要である」とするのである(Rawls, 1996, p.205,

2001, p.144)。従って，古典的共和主義は，政

治生活を人間存在の本質的本性に関わるものと

して神聖化するのではなく，基本的な諸自由の

実現のための手段として政治参加や政治的徳性

を重視しているため，包括的な宗教的・哲学的・

道徳的教説を随伴しないのである。しかし，古典

的共和主義は，包括的教説を随伴しないからと

いって，各主体が独立の決して補足しあうこと

のない固有の私的目的をもち，社会的諸制度そ

れ自体の倫理的価値を否定し，社会的諸制度に

参加する活動は善ではなく負担であるとみなす

「私的社会」（a private society）とは異なる

(Rawls, 1999b, p.457)。「私的社会」において

は，「誰一人他者の善やその所有物を省みること

もなく，むしろ万人が自らに最大シェアの資産

を約束してくれる最も効率的なスキームの方」

が好まれることから，「私的社会」は，制約され

た効用の原理に従う福祉国家型資本主義を支え

るものである。しかし，市民は，同一の政治的構

想を確証し，一つの基本的であり高度に優位な

政治的目的，正義の諸制度を擁護し，それに応じ

て互いに正義を付与するという目的を共有して

いる。かかる共通善に規定された政治社会は一

つの「コミュニティ」を形成し(Rawls, 2001,

p.200)，包括的教説にとって中立的であること

から，財産所有の民主政と整合的であり，さら

に，政治的リベラリズムの形をとった公正とし

ての正義とも両立可能なのである。

　
5　安定化政策を支える合意形成　―　重
なり合う合意　―
　
前章においては，制度機構の再編政策を支え

る体制論として，「混合構想」に基づく福祉国家

型資本主義を退け，正義の二原理に基づく財産

所有の民主政の妥当性を指摘し，包括的教説を

伴わない古典的共和主義こそ財産所有の民主政

に適うものであることを指摘した。しかし，様々

な包括的教説が多元的に存在する社会は果たし

て安定的であるのかが問題となる。以下に述べ

られる安定性の問題は，バルツェロビィチ理論

における「マクロ経済政策を用いたマクロ経済

の安定化（S政策）」を背景的に支える正義の諸

構想である。

　
5．1　公共的理性

財産所有の民主政下においては，各々の包括

的教説を信奉しながらも，各人は，同一の政治的

構想を共有するが，かかる共有は公共的理性

（public reason）によってもたらされる。ロー

ルズによれば，理性とは「諸計画を定式化し，目

的に優先順位をあて，その順位に従い決定をな

す方法」である(Rawls, 1996, p.212)が，かか

る理性の中で，公的審議に従事する民主主義的

な各人に特徴的な市民の理性が公共的理性であ

る。公共的理性は，①公共的理性の内容，②公共

的理性が適用される問題，③公共的理性が適用

される場，という３つの観点から特徴付けるこ

とができる。まず，①公共的理性の内容は，正義

の政治的構想によって規定され，多元的な社会

に生活する市民が他の市民に対して訴えかける

ことができるのは，「現在受け入れられている一

般的な信念や常識に見出される理由付けの形態，
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議論の余地のない場合の科学に関する方法や結

論」であり，各人が信奉している包括的な宗教

的・哲学的教説ではない(Rawls, 1996, p.224)。

次に，②公共的理性が適用される問題は，「憲法

の本質的要素と正義に関する基本的な諸問題」

である。すなわち，公共的理性が適用される問題

は，社会の基本構造や基本的な権利・自由に関す

る問題に限定され，社会的・経済的不平等を扱う

原理は除外される。なぜなら，社会的・経済的不

平等をめぐる問題は，社会の基本構造における

背景的諸制度により統制され，基本的自由を扱

う本質的要素を解決する方が重要であり，さら

に，「憲法の本質的要素や正義に関する基本的な

諸問題」は合意を得やすいからである。最後に，

③公共的理性が適用される場に関しては，司法

権をプロトタイプとするもので，包括的教説が

役割を演じるような場ではなく，市民が政治的

主張を行う公的な場である(R a w l s ,  1 9 9 6 ,

p.216)。すなわち，「裁判官が法解釈に関する先

例となる承認された基準という法的根拠によっ

て事例を決定するのと全く同じように，市民た

ちは公共的理性によって推論し」，市民たちが政

治的活動に関して提示する理由が他の市民たち

によって正当性を有するものとしてリーズナブ

ルに受け入れられるかどうかを決定する「互恵

性の基準によって導かれなければならない」の

である(Rawls,1996,p.lⅴ)。

以上のような公共的理性の観念に支えられて，

財産所有の民主政下の市民たちは政治制度を含

む政治社会それ自体を一つの独立した善とみな

し，かかる政治制度を維持することが，各人に共

有された究極の目的なのである。一方，福祉国家

型資本主義を支える私的社会においては，政治

社会それ自体は善ではなく単なる手段であり，

また，公共性は人々の効用の集計の結果もたら

される利益といった意味での合理性であり，公

共的理性における合理性とは異なるものである

(Rawls, 1999b, p.458)。従って，狭義の合理性

“rationality”は福祉国家型資本主義に整合的

である一方で，広義の合理性“reasonableness”

は財産所有の民主政に整合的である。

　

5．2　重なり合う合意と暫定協定

では，公共的理性に基づく諸教説の多元性と

いう条件の下で，財産所有の民主政は，永続的に

安定性を維持しうるのは何故かが問題となる

(Rawls, 1996, p.4)。この点に関し，ロールズ

は，「政治的構想は，それによって規制されてい

る社会で存続してきた様々な理に適った

（reasonable）包括的教説の中へ異なった方法で

嵌め込まれ，そして，そういった教説によって維

持されうる，モジュールであり，本質的な構成部

分なのである」とする(Rawls, 1996, p.144)。す

なわち，包括的な人間論・道徳論・幸福論等に基

づく様々な相対立する善の構想や包括的教説に

コミットした市民が，各々異なった前提や根拠

から出発して，一定の正義の原理を自由且つ平

等な市民間の社会的協力の公正な条件を規定す

るものとして共通に支持しあえるような妥結点

たる合意が，社会の基本構造を規律し社会の安

定化に資する理論を支えるものとして，重要な

のである。ロールズによって重なり合う合意

（overlapping consensus）と名付けられるかか

る合意は，完全に重なり合う厳格な合意である

必要はなく，互恵性の条件が充足されていれば

十分である(Rawls,1999b,p.387)。しかし，重な

り合う合意が完全に重なり合う厳格な合意でな

いからといって，重なり合う合意においては，

「政治的構想の承認は，様々な見解を抱く人々の

間の妥協ではなく，各々の市民によって確証さ

れた包括的教説の内部で規定された諸根拠の全

体に依拠している」のであり(Rawls, 2001,

p.170)，一時的な暫定協定（modus vivendi）で

はない。暫定協定とは，「国家的な利益によって

争っている二国間の条約」をプロトタイプとす

る。すなわち，暫定協定は，「どちらか一方が」合

意を「破ることは利益にならないということが

周知の事実とされるような方法で」合意は形成

されるが，当事者は「相手を犠牲にしておのれの

目的を追求しようとしており，状況が変化すれ

ば」両当事者「はそうするであろう」というもの

である(Rawls, 2001, p.192)。一方，重なり合

う合意は，第一に，合意の焦点たる正義の政治的

構想それ自体が道徳的構想であり(Rawls, 1996,

p.208)，第二に，道徳的な諸根拠に基づいて確

証される，という二つの特徴を有するがため，権
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威に基づく合意でもなく自己利益に関する一時

的あるいは歴史的な収斂に応じた合意でもない。

さらに，「道徳的な諸根拠に基づいて承認される

道徳的構想」という，重なり合う合意に関するか

かる二つの特徴は，安定性という本質的な特徴

に密接に関連する。すなわち，道徳的な根拠と

は，「社会的協力の公正な条件を特徴付ける公共

的な正義の構想を理解し，適用し，それを動機と

して行動する能力」たる正義の感覚と「合理的利

益ないし善の構想を形成し，修正し，合理的に追

求する」善を構想する能力であり，かかる二つの

道徳的能力を最もよく充足するのが正義の政治

的構想なのである。そして，二つの道徳的能力に

基づいて様々な包括的な教説を各共通項に収斂

させるが故，安定的であるのである。一時的な暫

定協定とは異なり，重なり合う合意における道

徳的な焦点・道徳的な諸根拠・安定性という三つ

の観点が確証される限り，「政治的構想は，政治

権力の配分におけるシフトにも拘らず維持され

続ける」のである。重なり合う合意か，それとも

暫定協定かいずれかに関する「判断基準は，合意

は諸見解の間の権力分配における変化に関して

安定的であるか否かにかかるのである。安定性

に関するこのような特徴は，重なり合う合意と

暫定協定の間の基本的な対比を際立たせ」，「暫

定協定の安定性はそのような分配に依存してい

るのである」(Rawls, 2001, p.195)。よって，財

産所有の民主政を支える正義の政治的構想は，

自由な道徳的人格に基づいた市民間の社会的協

力に相応しい公正と互恵性を反映し，公共的理

性によって保障されているがために，公正性と

安定性が永続的にもたらされる。一方，福祉国家

型資本主義は，費用便益的な狭義の合理性に

よって保障される暫定協定によって正当化され

ているが故に，分配状況の変化により，不安定な

状況が生じざるを得ないのである。かかる観点

を踏まえるならば，バルツェロビィチ理論は「自

由化の実施は安定化の達成に役立ち，重要な制

度機構の変革につながる」(Balcerowicz, 1995,

pp.157－158)とするが，自由な道徳的人格（二

つの道徳的能力）に基づく正義の政治構想が，安

定化の達成に役立ち，制度機構を背景的正義と

して支えるという意味に解すべきである。

6　結語　―　＜ L 政策－ I 政策－ S 政策
＞間の規範的相互関係　―

以上より，広義の内省的平衡を通じて，整合的

な正義の諸構想がもたらされた。背景理論から

道徳原理を内省的に導き出す演繹的作業と制度

に関する熟慮した道徳判断から道徳原理を導き

出す帰納的作業の中から，体制論としては福祉

国家型資本主義が退けられ，財産所有の民主政

の妥当性が導かれたのである。具体的には，自由

化政策レベルにおいては，正義の原理が問題と

なり，道徳原理として，正義の二原理と混合構想

が対比され，中でも格差原理か制約された効用

の原理の何れを採用するか，が問題となった。制

度化政策レベルでは，体制論として，正義の二原

理に基づく財産所有の民主政か混合構想に基づ

く福祉国家型資本主義か，所有権論としては共

同資産的所有権論か自然権的所有権論か，政治

体制としては古典的共和主義か否か，共同体論

としてはコミュニティか私的社会か，が問題と

なった。安定化政策レベルでは，安定性を支える

理性として広義の理性か狭義の理性か，安定化

を支える合意形態として重なり合う合意か暫定

協定か，が問題とされた。広義の内省的平衡の結

果，各項において前者に挙げられた一連の正義

の構想こそが整合的な構想であり，体制移行の

目指すべき規範的内容を備えた，我々が理想と

する体制であると考える。　　　　　　　　　

（名古屋学院大学大学院経済経営政策研究科博士

後期課程）

＊本稿は、2 0 0 3 年 1 1 月に開催された第 2 回比
較経済体制学会秋期研究報告会での報告を改
めたものである。コメンテーターの森岡真史
先生をはじめ多くの先生方から、そして、論文
レフェリーの先生方から、今後の研究の指針
となる大変有意義なコメントを頂いた。また、
本稿の執筆にあたり、家本博一先生より多大
な御教示を受けた。記して、謝意を表したい。
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